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【手続補正書】
【提出日】平成25年8月28日(2013.8.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　前記短繊維において、繊維径が細すぎるとフィンのサイズが小さくなり、スパイラル捲
縮が発現しにくくなる。一方、繊維径が太すぎると、単繊維当たりの自重によりスパイラ
ル捲縮が発現しにくくなる。このため、捲縮を付与する点では、繊維径が１０～２００μ
ｍの範囲が可能であるが、より捲縮を発現させるためには１５～９５μｍの範囲がより好
ましい。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明における繊維充填率は３０～８０％である事が好ましく、４０～６０％である事
が更に好ましい。３０％未満では、繊維としては高空隙を有しているものの、不織布製造
工程通過時に断面潰れ等が生じる為、好ましくない。一方、８０％を越えると、改善効果
が小さい繊維構造体しか得られない為、好ましくない。なお繊維充填率は下記式で表され
る。
繊維充填率（％）＝  （Ｃ／Ｄ）  ×１００
Ｃ；繊維軸に直交する断面面積
Ｄ；繊維軸に直交する最外周円の面積
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